
浪岡総合公園指定管理者　　浪岡青い森スポーツ協議会会長　様
　

電　 話　　

　１　浪岡野球場 　２　浪岡庭球場 ３　浪岡陸上競技場

　４　浪岡相撲場 　５　多目的広場

浪岡野球場使用料

照 明 施 設 使 用 料

浪岡庭球場使用料

照 明 施 設 使 用 料

　　　　　　浪岡総合公園指定管理者

　　　　　　浪岡青い森スポーツ協議会会長

　※遵守事項
　　　　１．公園施設を使用する際は、この使用許可書を使用前に体育館事務室へ提示すること。

　　　　２．施設使用の権利を他人に譲渡、または転貸しないこと。

　　　　３．施設及び付属設備を破損、汚損、または紛失したときは使用者が損害を賠償すること。

　　　　４．指定箇所（駐車場）以外に車両を乗り入れしないこと。

　　　　５．準備及びあと始末は許可された時間内に、また使用後は清掃し、ゴミは必ず持ち帰ること。

　　　　６．都市公園条例など関係法令を遵守すること。

　　　　７．施設の使用にあたっては、職員の指示に従うこと。

    　　　　 年　　　　月　　　　日

　　　　　月　　　　　日　　　　　時　　　　　～　　　　　月　　　　　日　　　　　時
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浪岡野球場

使 用 す る 目 的

使 用 日 時

使 用 人 数

公園施設使用許可申請書

（浪岡総合公園多目的広場、浪岡野球場、浪岡庭球場、浪岡陸上競技場、浪岡相撲場）

入 場 料 の 徴 否
（ 最 高 入 場 料 金 ）

6 使 用 料

団体名 　

次のとおり公園施設を使用したいので申請します。
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   　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　人

浪 岡 陸 上 競 技 場

浪 岡 相 撲 場

申請人     
住あ所

氏あ名

浪岡庭球場

7 そ の 他

1 使用する都市公園施設

公園使用許可書

第　　　　　　　　号上記申請については、遵守事項を付し許可します。

多 目 的 広 場
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